
伊予消防等事務組合 公告第１号 

 

自動販売機設置に係る組合所有財産の貸付について、一般競争入札を次のとおり行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定に基

づき公告する。 

 

 

   令和８年２月２０日 

 

                       伊予消防等事務組合 

                        組合長 武 智  典 

 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 件  名     

自動販売機設置に係る組合所有財産の貸付 

(2) 貸付物件       

貸付番号 所在地・施設名 貸付場所・面積 台数 

1 
伊予市下吾川 950－3 

伊予消防等事務組合伊予消防署 
1.62 ㎡ １ 

2 
伊予市中山町中山丑 508 

伊予消防等事務組合伊予消防署中山出張所 
1.33 ㎡ １ 

3 
伊予市双海町上灘甲 5818－1 

伊予消防等事務組合伊予消防署双海出張所 
1.26 ㎡ １ 

4 
伊予郡松前町大字筒井 809－1 

伊予消防等事務組合松前消防署  
1.49 ㎡ １ 

5 
伊予郡砥部町宮内 1350－2 

伊予消防等事務組合砥部消防署 
1.89 ㎡ １ 

6 
伊予郡砥部町総津 424－1 

伊予消防等事務組合砥部消防署広田出張所 
1.34 ㎡ １ 

  なお、貸付面積は設置機器のほか放熱余地部分、転倒防止に必要な器具の設置、容

器回収ボックス、専用子メーター等の実面積とする。また、自動販売機の機種によって

は、設置場所までの搬入経路及び商品の補充や維持管理のための扉の開閉等に支障

がある場合も考えられるため、事前に設置場所を確認すること。 

 (3) 貸付期間 

   令和 8年 4月 1日から令和 13年 3月 31日まで（5年間・更新なし） 

 



２ 入札に参加できる者の資格条件 

(1)  愛媛県内に本店、支店、営業所又は事務所を有する法人であること。 

(2)   自動販売機の設置業務について、国又は地方公共団体に対して３年以上、管理、

運営の実績を有している者であること。 

(3)   地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しない者であること。 

(4)  過去３年間に政令第１６７条の４第２項各号のいずれにも該当しない者である

こと。   

(5)  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て及

び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てが

なされていない者（会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定に

よる再生計画認可の決定を受けている者を除く。）であること。 

(6)  組合を構成する市町の暴力団排除条例の規定に該当しない者であること。。 

(7)  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７

号）に規定する「観察処分」を受ける団体及びその関係者でない者であること。 

  

３ 入札参加申請及び資格の確認 

      入札に参加する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければ

ならない。 

(1) 申請書の受付等 

   ア 受付期間 

     令和８年２月２０日（金）から３月５日（木）までの執務時間中（国民の祝

日に関する法律に規定する休日は除く、月曜日から金曜日までの午前８時３０

分から午後５時１５分まで（以下同じ。）） 

   イ 受付場所  

     伊予消防等事務組合消防本部総務課 

     〒７９９－３１１１ 

     伊予市下吾川９５０－３      

 (2) 入札説明書の交付等 

   ア 交付期間 

     令和８年２月２０日（金）から２月２７日（金）までの執務時間中 

   イ 交付場所 

     (1)イに掲げる場所 

   ウ  入札説明書、仕様書及び入札参加に必要な様式等については、令和８年２月

２０日（金）から入札説明書とともに電子データで配布する。（USB メモリを

持参すること。） 

 

４ 入札及び開札の日時及び場所 



(1) 入札及び開札の日時 

   令和８年３月１３日（金） 午前１０時００分 

 (2) 入札及び開札の場所 

   伊予市下吾川９５０－３ 

   伊予消防等事務組合伊予消防署 ２階大会議室 

 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 免除 

(2) 契約保証金 免除 

 

６ 入札方法 

(1) 入札書の提出方法 

   持参して提出すること。 

(2) 入札方法 

   ア 入札執行回数は２回を限度とするが、２回で落札候補者が決定しない場合は、

２回を限度として希望者による見積に移行するものとする。 

   イ 落札決定に当たっては、入札書（見積書）に記載された金額をもって落札価

格とする。 

 

７ 入札の無効に関する事項 

   入札参加資格を有しない者及び入札参加申請において虚偽の申請を行った者の 

提出した入札書並びに入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は、無効と 

する。 

 

８ 落札者の決定に関する事項 

 (1) 落札候補者及び落札者の決定 

   予定価格以上で、かつ最高の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。

ただし、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ

があって著しく不適当であると認められるときは、他の者のうち最高の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。 

 

９ その他 

(1) 入札、契約及び支払その他に関する事項 

   この公告の入札、契約及び支払その他に係る事項については、伊予消防等事務組

合財務会計規則（平成１７年規則第１８号）第２条の規定に基づき伊予市財務会計

規則（平成１７年規則第４８号）及び要綱、要領の例による。 

(2) 契約書作成の要否 

   要（契約書の提出期限は、落札決定の日の翌日から起算して５日以内） 



(3) 契約の成立 

      落札者の決定後、契約の締結までの間において、当該落札者が２に掲げる要件の

いずれかを満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないものとする。 

(4) 契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

   伊予消防等事務組合消防本部総務課 

   〒７９９－３１１１ 

   伊予市下吾川９５０－３ 

   電話（０８９）９８２－０１１９ 

(5) その他 

   詳細は、入札説明書による。 

 


